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（個別決算）特別損失（関係会社貸倒引当金繰入額）の計上及び別途積立金の取り崩しに関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2025年３月期（2024年４月１日～2025年３月31日）の個別決算において下記

の特別損失を計上すること決議しましたので、お知らせいたします。 

また、本日を効力発生日とした別途積立金の取り崩しを行うことを決議いたしましたので、併せてお知らせいたしま

す。なお、当社は会社法 第459条第１項各号に掲げる事項を取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めてお

ります。 

記 

 
１．特別損失の計上について（関係会社貸倒引当金繰入額） 

   当社は、在外連結子会社への貸付金に対して財政状態及び経営成績を勘案した結果、将来リスクを見越し関係会

社貸付金に係る貸倒引当金繰入額として約８億円を特別損失として計上いたしました。 

なお、当該関係会社貸倒引当金繰入額は、連結決算においては消去されるため、連結業績への影響はございませ

ん。 

 
２．別途積立金の取崩しについて 

別途積立金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであり、繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後

の経営環境の変化に対応した株主還元、機動的な資本政策を可能とするためであります。 

なお、本件は、純資産の部の勘定科目振替処理となるため、純資産額の変動はなく、損益に与える影響はござい

ません。 

 

（１）減少する剰余金の項目及びその額 

別 途 積 立 金  6,000,000,000 円 

（２）増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金  6,000,000,000 円     

（３）効力発生日 

2025年５月16日 

 

以 上 


